
第７号議案 

東北東京間連系線に係る広域系統整備計画の 

工事費増額に関する報告を求めることについて 

（案） 

 ２０２３年９月１３日に東北電力ネットワーク株式会社より受領した「「東北東京間連系線に係

る広域系統整備計画」の工事費増加について（ご報告）」に関し、増額の内容及び理由について妥当

性を判断するための情報が不足していることから、電気事業法第２８条の４２第１項の規定に基づ

き、東北電力ネットワーク株式会社に対し、別紙のとおり、文書にて報告することを求める。 

＜参考＞ 

電気事業法 

（報告又は資料の提出） 

第２８条の４２ 推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は

資料の提出を求めることができる。 

２ （略） 

３ （略） 

以 上 

【添付資料】 

別紙１：「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」の工事費増加について（ご報告）（２０２３

年９月１３日） 

別紙２：東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における工事費増額に関する報告について 

※別紙２の添付資料は、情報管理規程第４条の規定に基づく秘密情報（外部秘）に該当す

るため、非公表とする。 



別 紙 １ 

 

 



別 紙 ２ 

広域系 第○号 

２０２３年９月○日 

東北電力ネットワーク株式会社 

取締役社長 坂本 光弘 殿 

電力広域的運営推進機関 

理事長 大山 力 

東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における 

工事費増額に関する報告について 

（案） 

 ２０２３年９月１３日に受領した「「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」の工事費増加

について（ご報告）」において、東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における工事費が増額と

なる見通しである旨をご報告いただきました。 

しかし、当機関において、貴社の上記報告内容を確認いたしましたが、現時点でいただいた情報

のみでは、増額の内容及び理由等の合理性を判断することはできません。そこで、当機関としては、

貴社に対し、電気事業法第２８条の４２第１項の規定に基づき、提出資料については可及的速やか

に、下記項目（詳細は添付資料のとおり）について、報告することを求めます。 

なお、当機関として、貴社からの報告内容を踏まえ、追加的に報告を求めることもあり得ること

にはご留意ください。 

記 

１． 本件報告における項目・仕様ごとの単価及び数量の根拠 

２． 当初工事費算定以降の工事内容の変更理由 

３． 資材発注及び工事発注における施工業者との交渉記録及び契約書類 

【添付資料】 

資料１：事業実施主体に報告を求める項目 

資料２：東北東京間連系線に係る広域系統整備計画の概算工事費と変動額・変動要因 

以 上 
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